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新型コロナウィルス感染症等に係る休校措置への対応について（お願い）

桜花の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝にてお過ごしのことと存
じます。また、日頃、本校の教育活動に御理解、御協力をいただき感謝いたします。
さて、別紙の通り幸手市長の決定により幸手市小・中学校は４月９日から当分の間、

臨時休業の措置を行うことになりました。
つきましては、３月の臨時休業と同様、下記のように対応いたしますので、感染拡大

防止の趣旨について御理解いただき、御協力くださるようお願いいたします。

記

１ 自宅での留意事項
① 休校措置の趣旨を十分に理解していただき、不要不急の外出をせずに
家庭で過ごしてください。
② 休校期間の連絡事項等については家庭訪問、さくら小メール、学校
ホームページを通じて行います。

③ 家庭での健康観察を毎日行い「家庭での健康観察表」に記入してください。
④ うがい、手洗いなどの予防措置に努め、具合が悪い場合は、早めに医療機関にお
問い合わせください。

２ 家庭での学習について
① 学年の学習内容に応じたプリントを配布しましたので、取り組んでください。
② 学校のホームページ（QRコード参照）に、埼玉県教育委員会及び東部教育事務所
で作成したプリントが使用できるようになっておりますので、ご活用ください。

・埼玉県学力学習状況調査「復習シート」
・埼玉県教育委員会「学力向上ワークシート」

３ 家庭訪問について
① 休校期間中の健康状況（「家庭での健康観察表」）の確認、学年に応じた学習プリ
ントのお渡し、連絡等のために家庭訪問を予定しております。
※日程につきましては、メール等にてお知らせいたします。

② 留守の場合は、個別に連絡をとらせていただきますことをご承知おきください。
③ 兄弟が在籍している場合は、一度の訪問時にすべてのお子さんへの連絡等をさせ
ていただく場合がございます。

４ その他
① 自宅で一人で過ごすことができない場合は、全学年を対象に学校での預かりを行

います。ただし、次の点についてご留意ください。

・登下校については、保護者の送り迎えをお願いします。

・昼食については、ご持参ください。

・学校で預かる時間は、午前８時３０分から午後３時までになります。

・健康観察表をご記入の上、ご持参ください。


